
飼養環境の向上を目的に肉用牛生産に係る害虫駆除を実施する生産農家に対して
購入費の一部を補助する。
※予算上限に達した場合、予告なく終了いたします

ダニ・アブ・サシバエ等の牛体に付着し家畜疫病を媒介する吸血昆虫

害虫駆除の実施に係る薬剤等の購入費
※消費税額は除く

①本市で畜産物を生産、飼育していること
②石垣島和牛改良組合に所属し、飼養頭数の報告を提出していること
③令和7年度家畜・家きん飼養状況調査報告を提出していること

(薬剤等の購入費の3分の2)または(500円×飼養頭数)のいずれか低い額

①実施計画書　②交付申請書　③請求書
※ 提出書類については、市ホームページより印刷するか石垣市畜産課

または石垣島和牛改良組合でお受取りください。

申請期間 ※あくまで予定です。予算上限に達した場合は申請受付終了となります。

※申請回数は1農家1回のみ

申請の流れ

申請先窓口・石垣市農林水産商工部畜産課
・石垣島和牛改良組合

電話：0980-82-1422
電話：0980-88-7859

3回目 令和8年10月1日 ～ 令和8年10月16日

4回目

害虫とは：

交付条件：

交付対象：

提出書類：

補助金額：

1回目

令和8年11月13日

申請期間

～

令和8年4月15日

令和8年6月1日

令和8年11月2日

令和8年4月24日

令和8年6月15日

～

～2回目

石垣市肉用牛害虫対策事業補助金

申請について3
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④補助金を交付

①実施計画書を提出

②承認通知を郵送

③薬剤購入後、交付申請書と請求書を提出

事業内容2

目 的1


